
事業者も、

労働者も、
お互いに。

会社員、パート、

アルバイトの方～

学生さんなど

働く人すべての人と

雇う人のためのルールです。

長崎県 最低賃金

令和5年

10月13日曾
日寺層口可額

前年比
０

０
|

円
5 円

UP

最低賃金に

関する

特設サイト

最低賃金に関する

お問い合わせは

長崎労働局または

最寄りの労働基準監督署ヘ

最低賃金とは、働くすべての人に賃金の最低額を保障する制度です。

賃金引上げ

特設ベージ
賃金引上げに向けた
支援策等を掲載しています

賃金引上げ特設ベージ 臥

Ⅷ‰ 鰯
最低賃金制度 長崎労働局

０

０

中小企業事業者の皆さんヘ

業務改善
風角成金

最大

600万円を

助成

Щ Щ

0庫誕蔵節常



「最低賃金制度」は、
イ

働くすべての人に、賃金の最低額 (最低賃金額)を

保障する制度のことです !

年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、

すべての労働者に適用されます。

ヽ

(※ 1)

確認の方法は? 確認したい賃金を時間額にして、
最低賃金額 (時間額)と比較してみましょう!

最 低 賃 金 額 と の 比 較 方 法 あなたの賃金と該当する都道府県の最低賃金額を書き込んでみましょう。係か

円 円

最低賃金額(時間額)

1 時間給の場合 >

円

日 給

時 間

1日の平均所定労働時間

円

時間額

円

最低賃金額 (時間1額 )2 日給の場合 ＞
〓

円

月 給

時 間

1か月の平均所定労働時間

円

時間1額

円

最低賃金額 (時 FF日 額)3 月給の場合 ＞
〓

4
上記 1,2,3 が
組み合わさつている場合

例えば、基本給が日給で

各手当 (職務手当など)が

月給の場合

0基本給(日 給)→ 2の計算で時間額を出す

0各手当(月 給)→ 3の計算で時間額を出す

00と②を合計した額≧最低賃金額(時間額)

(※ 1)最 低賃金額との比較に当たつて、次の賃金は算入しません。
①臨時に支払われる賃金(結 婚手当など)② lか月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)①所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)①所定労働日
以外の日の労働に対して支払われる賃金 (休 日割増賃金など)⑤年後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分 (深夜割増賃
金など)①精皆勤手当、通勤手当および家族手当
(※ 2)詳細な計算方法や、歩合給の場合の計算方法などは労働局または最寄りの労働基準監督署ヘ

使用者も、労働者も、必ず確認。頭低賃金。鰯
「業務改善助成金」とは

賃金引上げを支援する助成金を
積極的に活用しましょう。

その費用の一部を助成します。

「業務改善助成金」は、生産性を向上させ「事業場内で最も低い賃金

(事業場内最低賃金)」 の引上げを図る中小企業,小規模事業者を支

援する助成金です。設備投資などを行つた場合、支給の要件に応じて

面。0120‐ 366‐440
1

諭 即

32 4

解雇、賃金弓I下げ等の

不交付事由がない

設備投資等に

要した費用の

概要を動画で
チェック !

業務改善助成金

>

鴫

◇

:支給の要件
引上げ後の

賃金額の支払い
一部を助成 Ⅷ事業場内最低賃金の

号1上げ

1
交付申請書・

事業実施計画などを、

事業場がある都道府県

労働局に提出

生産性向上に資する

機器・設備などを導入

交付決定後、

提出した

計画に沿つて

事業実施

実施結果

報告書・

支給申請書を

労働局に提出

2 43

>>
で画

Ｉ

動

ク

を

ツ

き

ェ

統

チ

手

＞
凰 鼠葡 Ⅷ

支 給

スマホ、携帯で
自分の地域の
最低賃金を
チェックしましょう !

中小企業事業者の皆さんヘ

業務改善勁成金
最大

600万円を
助成

業務改善助成金
コールセンター

詳 しくは、こちら

助成金

支給まで

の流れ

図 =
回 =
日 =

専門家による

無料相談を

実施

働き方改革

推進支援
資金

賃金引上げにお悩みの方は働 き方改革

推進支援センターにご相談ください。

働き方改革推進支援センター

日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の

引上げに取り組む事業者に対して、

設備資金や運転資金の融資を行つています。

働き方改革推進支援資金

リサイク,,4性◎

膝
。嚇韓］嘘 (R59)

中 Щ 中 吼



8月 31日 か ら 開 始 ※申冨爾期限 :2024(令和6)年二月 3■ 日

(事業完了期限 :2024(令和6)年2月 28日 )

業務改善鳳力成金は、事業場 内で最も低い賃金 (事業場 内最低賃金 )を引き上げ、設備投資等を行 つ

た中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。

事業内最低賃金

引き上げの計画

拡充後

(先ほどの例 )

事業場内最低賃金が
955日の工場

設備投資等の計画
機械設備、コンサルテイング、

人材育成・教育訂H練など
■

①対 象事業場 の拡 大   ②賃金引き上げ後の申請   ③動 成 率 区分 の 見 直 し

例 :地域別最低賃金が920円の

地域において を提出し、計画の

審査を受けます。

今
　
ま
　
で

拡

　
充
　
後

蓬鳴覇叫韓

中対象に :

差額が50円以内に拡大され
たので、助成金が受けられる
ようになりました

(審査の上、交付決定を受けたら)

・計画に基づく賃上げの実施

`計
画に基づく設備投資等の実施

拡充後

以下の書類の提出は必要です
。 賃金引き上げ結果
と 事業実施計画 (設備投資等の

計画)

貧上げ

結果

フ

交付決定後、提出

した計画に沿つて

事業実施

,と、くらし、みらい0たOt

()内 は生産性要件を満たした事業
場の場合

拡 充後

()内は生産性要件を満たした事業
場の場合

L

交付申請書・事業実施計画

などを事業場所在地を管轄

する都道府県労働局に提出

労働局に事業実施

結果を報告

支

給

交付 申請書等の提出先 は管轄の都道府県労働局 雇用環境・ 均等部 (室 )です

業 務 改 善 助 成 金 とは

計画の承認

と実施

設備投資等の資用

の二部を助成

拡充のポイン ト

対象事業場 :

事業場内最低賃金と地劇別
最低賃金の差額が

30円以内の事業場

必要な手続き :

事前に以下2つの計画を提出
・ 賃金引き上げ計画
・ 事業実施計画 (設備投資

等の計画)

事業実

施計画

賃上げ

計 画

870円未満   9/10

870円以上

920円未満

4/5
(9/10)

920円以上
3/4
(4/5)

助 成 率
事 業 場 内

最 低 賃 金 額

対象事業場 :

事業場内最低賃金と地域別
最低賃金の差額が

50円以内の事業場

<対象>
事業場規模50人未満のみ

2023年4月 ■日から12月31日
までに賃金引き上げを実施して
いれば、賃金引き上げ計画の提
出は不要となりました

田 900円未満   9/10

900円以上

950円未満

4/S
(9/10)

950円以上
3/4
(4/5)

助 成 金 支 給 ま で の 流 れ

事業実

施計画

審査 ・

交付決 定

0 厚生労働省



助 成 上 限 額

2～ 3人

4～ 6人

1人 30万 円

50万 円

70万 円

60万円

90万円

100万円
30円
コース

30円以上

100万 円

120万 円

120万円

130万円

フ人以上

10人以上※

2～3人

1人 45万 円

70万 円

80万円

110万円

4～ 6人 100万 円 140万 円
45円
コース

45円以上

7人以上

10人以上※

150万 円

180万 円

160万円

180万円

1人

2～3人

60万 円

90万 円

110万 円

160万円
60円
コース

.60円
以上 4ん6人

7人以上

10人以上※ 300万円

150万 円

230万円

190万円

230万円

300万円

90万円 170万円と人

2～ 3人 150万 円 240万円
90円
コース

90円以上 4～6人

7人以上

10人以上※

270万円

450万 円

600万円 600万円

290万円

450万 円

事業場内

最低賃金の

引き上げ額

上
ｒ
…
…

…

事業場規模

30人未満の

事業者

助 額成 限

コース

区分

引き上げる
労働者数 右え己以夕|

σ)事 業者

特例 事 業 者

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者 (右記)が、10人以上の労働者の

賃金を引き上げる場合に対象になります。

以下の要作に当てはまる場合が特例事業者となり
ます。 (なお、② o③に該当する場合は、助成対
象経買の拡充も受けられます。)

※「よfベイント (パーセントポイント)」 とは、ノく―セ
ントで表された2つの数値の差を表す単位ですと

く事業婦内最低賃金とは?>

事業場で最も低い時間給を指します。 (ただし、

業務改善助成金では、雇入れ後3か月を経過 した

労働者の事業場内最低賃金を引き上げていただく

必要があります:)
事業場内最低賃金の計算方法は、地域別最低賃金

(国が例年10月硬に改定する都道府県単位の最低

賃金額)と同様さ最低賃金法第4条及び最低賃金

法施行規則第1条又は第2条の規定に基づいて欝定

されます。

ご不明点があれば、冒轄の労働局雇用環境・均等

部室または箕金課室までお尋ねください。

申請事業場の事業場内最低賃金が950
円未満である事業者

売上高や生産量などの事業活動を示す

指標の直近3か月間の月平均値が前年、

前々年または3年前の同じ月に比べて、

150/o以上減少している事業者

原材料買の高騰など社会的 。経済的環

境の変化等の外的要因により、申請前

3か月間のうち任意のとか月の利益率

が前年同月に比べ30/oポイント※以上

低下している事業者

金

件

任貝
要

生産量

要件

物価
r3高 騰等

要件

(2

助 成 対 象 経 費 の 例

設備投資

コンサJレテイング

その他

・ POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・ リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上

店舗改装による配膳時間の短縮

注 意 事 項

・ 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。

・ 予算の範囲内で交付するため、申言青期間内に募集を終了する場合があります。

・ 事業完了の期限は、2024(令和6)年2月 28日です。

・ 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

(●考)働き方改革推進支握資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低

賃金の引き上げに取り組む方に、設備

資金や運転資金の融資を行つています。

詳しくtよ 事業場がある都道府県の日

本政策金融公庫の窓目にお問い合わせ

ください。

日本政策金融公庫
店舗検索

お問い合わせ

ご不明な点はヽ 下記の業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせくださいと

電冒舌番号 :0■ 20山 a66“ 440(受付時間平日8:30～ 1フ :15)

業務改善助成金 検 索その他詳細は厚生労働省ウェブサイ トをご覧ください

(RS.8)



令租5年3月 31日に拡充されました !

(改正部分はピンク色の文字の部分です)

令和 5年度業務改善助成金のご案内

令和 5年 8月 31日改正版

業務改善動威金とは

'

※申請期限 :令和 6年 1月 31日
(事業完了期限 :令和 6年 2月 28日 )

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金 (事業場内最低賃金)を 30円以上引き上げ、生産性向
上に資する設備投資等を行つた場合に、その設備投資等にかかつた費用の一部を助成する制度です。

事業場内最低賃金の

引き上げ計画

設備投資等の計画
機構設備導入、コンサルテイング、

人材育腕・教育調練など

(計 画の 承 認 と亭 業の実 施 後 )

業務改善動成金を支給

(最大 600万 円 )

■ 〉

対象事業書.,申 請の単位な ど

・ 中小企業・Jヽ規模事業者であること
・ 事業揚内最低賃金と地域】u最低賃金の差額が50円以内であること
・ 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

耐 |

一
‥

‥

‐

‐

‥

‥

」

!

I

1

1

1

1

吟
月J々 (こ

申請

工場A 事務所Bt_

→
以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、

(工場や事務所などの労働者がいる)事業場ごとに申請いただきます。

■

■

■

■

■

■

■

■

■

申請書 賃上げ

計画

見積書

(相見積書)

事業実施

計画

【申請時に必要なもの】

申請書や見積書に加え、
・賃金引上げ計画書
・事業実施計画書

が必要です。

一定の期間※に事業
場内最低賃金を引き
上をザていた場合はt

賃金引上げ計画は不

要です。 (事業実施

計画は愁要です。),

※令和5年4月 1日～12月 31日まで。

対象 とな る設備 投資 な ど

助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。
.また、一部の事業者については、酌成対象となる経費が拡充されます。 (詳 しくは中面へ。)

も適用

あればこちら

事業場規模

50人未満で

申請書 賃上げ

結果

ノ

見積書

(相見積書 )

事業実施

計画

フ

経 費 区分

機器 B設備の導入

経営コンサルテイング

その他

対 象 経 費 の 伊B

・ POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・ リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し

店舗改装による配膳時間の短縮

助戯金額の計賞方法

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に二
定の助成率をかけた金額と

助成上限額 とを比較 し、いずれか安い方の金額となります。

<例>
O事業場内最低賃金が863円
→助成率9/10

08人の労働者を953円まで引上げ (90円コース)

→助成上限額450万円

O設備投資などの額は600万円

>

450万円が支給されます。

540万円

(=600万円X9/10)

〔設備投資費用X助成率)

450万円

(=助成上限額 )

(90円コースの助成上限額 )

申請の流れや注意事項は

裏面をチェック |

動成上限額や助成率などの

詳細は中面をチェック !

→



60万 円

2～ 3人 50万 円 90万 円

■00万 円

7入以上 100万 円 120万 円

1人 30万 円

4～ 6人 フ0万 円

120万 円

30円以上

10人以上※

30円
コース

130万 円

1人 45万 円 80万 円

2～ 3人 70万 円 ユ10万 円

4～ 6人 100万 円 ■40万 円
｀

■60万 円

180万 円

45円以上

7人以上

人以 ※01 上

150万 円

180万 円

45円
コィス

1人 60万 円 1■ 0万 円

■60万 円

150万 円 ■90万 円

230万 円

90万 円

60円以上

300万 円

230万 円

300万 円

2～ 3人

10人以上※

4～ 6人

7人以上

60円
コ“ス

1人 90万 円 ■70万
240万 円

270万 円 290万 円

10人以上※

150万 円

90円以上

450万 円 450万 円

90円
コ ー ス

2～ 3人

7人以上

4～ 6人

600万 円 600万 円

事業場内

最低賃金の

引き上げ顕

事業場規模

30人未満の

事業者

動成上限額

コース

区分

引き上げる

労働者数 右記以外

の事業者

勁成上限額・ 助成率

助 蔵 上 限額

<例 :事業場内最低賃金900円の事業場で30円コエスを申請する場合>
A:事業場内最低賃金である労働者なので、「弓Iき上げち労働者」に|1田
B:申請コース以上賃金を引き上げていないので、算入不可

C:Aに賃金額が追い抜かれる労働者であり、かつ、申請コ‐ス以上賃金を引き上

げているので、日|■
D:既に]I上げ後の事業場内最低賃金以上なので、算入不可

980円 。
■弓1上げ人数1よ 2名 とカウント

950円 中̈●●●●●・Ⅲ……・・・・中"“●…●……Ⅲ…・・"“・……・・…・・・・・・・・・…

勘威率

( )内は生産性要件を満たした事業場の場合

特例 事業 者

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者と
なります。なお、② o③に該当する場合は、
助成対象経費の拡充も受けられます。

※「。
/。ポイント (パエセントポイント)」 とは、プく―セン

トで表された2つの数値の差を表す単位です。
※ 10人収上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる

場合に対象になります。

『引き上げる労働者数Jの数え方

>事業場内最低賃金である労働者

>事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者

が「引き上げる労働者」に算入されます。

(ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。)

0

く事業堀内最低賃金とは?>

事業場で最も低い時間給を指します。

(ただし、業務改善助成金では、雇入

れ後 3か月を経過した労働者の事業場

内最低賃金を引き上げていただく必要

があります。)

事業場内最低賃金の計算方法は、地域

別最低箕金 (国が例年10月頃に改定す

る都道府県単位の最低賃金額)と同様、

最低賃金法第 4条及び最低賃金法施行

規則第 二条又は第 2条の規定に基づい

て算定されます。

ご不明点があれば、管轄の労働局雇用

環境・均等部室または賃金課室までお

尋,aく ださぃ。

940円

030用

920円

9/■ 0

4/5(9/■0)

3/4(4/5)

未 満

以 上

未 満

以 上

申請事業場の事業場内最低賃金が950
円未満である事業者

売上高や生産量などの事業活動を示す

指標の直近 3か月間の月平均値が前年、

前々年または3年前の同じ月に比べて、

150/O以上減少している事業者

原材料買の高騰など社会的 。経済的r呆

境の変化等の外的要因により、申言青前

3か月間のうち任意の 1か月の利益率

が前年同月に比ぺ 30/oポイント※以上

低下している事業者

金
件

賃

要
①

生産量

要件

物価

③ 高―騰等
要件

②

新事楽増内
最低賃金

30

事栞増肉最
低賃金900円



動蔵対象経資の拡充

特例事業者のうち、②生産量要件または③物価高騰等要件に該当する場合、助成対象となる生産性向上

に資する設備投資等として認められていないパソコン等や一部の自動車も助成対象となります (パソコ

ン等は新規導入に限ります)。

また、生産性向上に資する設備投資などに「関連する経費」※も、この設備投資等の額を上回らない範囲
で助成対象となります。

生産性向上に資する設備投資等のうち、

。定員フ人以上または車両本体1面格200万
円以下の乗用自動車や貨物自動車

・ PC、 スマホ.タブレット等の端末と周辺

機器の新規導入

助 成 対 象 経 買 助 成 対 象 経 費 の づll

一般

事業者

生産性向上に資する設備投資等

特例事業者
(②・⑤のみ)

生産性向土に資する設備投資審に

「関連する経費」※

○

く生産性向上に資する識口投資等>

デリノ《リーサービスを行つている欲食店が、機動的に

配送できるようデリノ〈リー用 3輪′ヽイクを導入

O リーフレッ トのオモチ面をご覧下さい。

O 広告宣伝費 (チランの制作費)、 改築費 (事務室等の拡大)、

汎用事務機器や什器備品 (机・椅子等)の購入など
X

:※ 『 関連 す る経 資 」 とは

生産性向上に資する設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画で計上された経費を指します。

く関連する経費>

デリブくリーサービスを幅広く周知す
るための広告宣伝を実施

彙
Ⅲ

=・

動歳対象経費の具体例

助成対象経買の具体例は、「生産性向上のヒン ト集」や厚生労働省ウェプサイ トに掲載されています。

生産性向上の ヒン ト集

農務改善勤脱金奄ィき用 し、

たい■4A、 ,ゝた翻子■停蔵しております,

業務改書駒成金の申鍛1と緊t,て ,番考としていた

生産性向上の ヒン ト集 検 索
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動成金支給の流れ

事業場所在地を管轄する都道府県労働局に対し、所定の様式で交付申請を行つていただきます。

労働局による申請内容の審査を経て交付決定がなされたら、申請内容に沿って事業を実施 してください。

事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行つていただくと、労働局による報告内容の審

査を経て、助成金が支給されます。

交付申語 交 付 決 定

交付申請書 。事業実施

計画書等を

都道府県労働局に提出

事業案績報告

労働局に事業実績報告

書等と助成金支給申請

書を提出

・ 地域別最低賃金の発効に対応して

事業場内最低賃金を引き上げる場

合、発効日の前日までに引き上げ

ていただく必要があります。

交付申請書等を

唇査の上、通知

交付額確定 と酌成金支払い

事業実績報告書等を審査し〔

適正と認められれば交付額の確定

と動成金の支払いを実施

事業 の 実施

申請内容に沿つて

事業を実施

(賃金の引き上げ、設備の

導入、代金の支払 )

＞

　

＞

純暴外

注篇事項・ お問い合わせ等

酌 成 金 受領

ここで勘威金が

振り込まれます

(→考)働き方酸車
― ―

日本政策金融公庫では、事業場内最低

賃金の引き上げに取り組む方に、設備

資金や運転資金の融資を行つています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日

本政策金融公庫の窓口にお問い合わせ

ください。

日本政策金融公庫
店鏑検索

・ 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。

・ 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
i 交付決定前に助成対象設備の導入を行つた場合は助成の対象となりません。

・ 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をど確認ください。

仰J)10月 1日 に新 しい地域別最低賃金 (900円 →950円)が発効される場合

捕効日の前日 (9月 30日)まで

に事業場内最低賃金の引き上げ

(905円 →950円 )を完了

発効日の当日 (10月 1日〕に

事業場内最低賃金の引き上げ

(905円→950円 )を実施中
対象 : →

・ 厚生労働省ウェプサイ ト「業務改善勤成金」

最新の要綱・要領やQStA(「生産性向上のヒント集」)、

申請書作成ツールや業務改善助成金の活用事例集などを掲載しています。

・ 最低賃金特設サイ ト

全国の地域別最低賃金や中小企業支援事業について掲載しているほか、

サイ ト内の「賃金引き上げ特設ページ」では、賃金引き上げに向けた取

組事イタllな どを紹介していますき

注 意 事 項

賃 金 引 き 上げ に当た つ ての 注 意 点

参考ウェプサイ ト

業務改善助成金 検 索

最低賃金特設サイ ト 検 索

お問い合わせ

業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください

電話番号 :0120‐366E440(受付時間平日8:30～ 17115)

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・ 均等部 (室 )です

厚生労働省
'と

、くらし、みSい 0た めに
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